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新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について（お知らせ） 

 

陽春の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃から、本校の教育活

動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症については本県においても感染拡大が続いており、未だ終息の気配は見えて

きません。このような状況を鑑み、学校保健安全法第 20 条の規定に基づき、下記の期間を臨時休業とい

たします。 

 つきましては、臨時休業の趣旨をご理解いただき、ご家庭におかれましてもお子様へのご指導をよろし

くお願いいたします。 

 

記 

１ 臨時休業期間  

・ ４月１６日(木)～５月６日(水) 

 

２ 登 校 日  

生徒の健康確認と休業中の学習指導、並びに長期休業による閉塞感や心身の不調の予防を図るため、

以下のとおり登校日を設けます。ただし発熱等の風邪の症状がある場合は登校できません。 

・登校日  

3年生  4月21日（火）  4月28日（火） 

2年生  4月22日（水）   4月30日（木） 

1年生  4月23日（木）   5月 1日（金） 

・ ＬＨＲ   9時40分～10時45分（検温確認、健康観察、学習状況の確認等） 

・ スクールバス発車時刻 行き：始発を通常より1時間遅れとします。 帰り：11時30分 学校発。 

  

３ 休業中の家庭での過ごし方 

 ・ 学習課題を課しますので、時間割に沿った規則正しい生活習慣を身に付けるとともに、家庭学習を

継続するよう心掛けてください。 

 ・ 不要不急の外出を禁止します。特に、数名での飲食やショッピング、夜間の外出も禁止します。 

※食料品、医薬品の買い物、通院、個人での散歩・運動は可とします。 

・ 休業期間中は毎日、朝晩の体温を測定し、配付しました体温記録票に記入していただき、健康観察

をお願いします。なお、発熱等の症状がみられる場合には、学校に連絡くださるようお願いしま

す。 

 

４ そ の 他  

  ・ 学校からの連絡は「さくら連絡網」で配信します。新入生は至急登録をお願いします。ただし、生

徒だけではなく、必ず保護者の皆様も登録してください。  

  ・ 休業期間の部活動は休止します。  

  ・ 新型コロナウイルスを理由とした「いじめ」や「偏見」「風評」は、決して許されることではあり

ません。保護者の皆様にもご配慮・ご指導をお願いいたします。  

  ・ 必要に応じて個別に登校が求められる場合がありますのでご了解ください。 

 

担 当 

教 頭 舩木 和久 

℡ 025-245-5681 


